














































































































































































































































































































 １ 

 

緊急時等の報告（正式評価） 

 

『緊急時等の評価（分類）基準と関係者へのレベル表示』（平成１８年３月２９日第８回管理委員会及び平成２２年３月２７日第２１回管理委員会審議済）

の運用方針に従い、第３９回管理委員会（平成２７年１２月６日開催）からこれまでに関係者に通報した６件について、緊急時等への対応が終了しました

ので正式評価（分類）を実施し、次のとおり報告します。 

なお、今回の報告する６件については暫定評価と同じ評価結果でした。 

①ロータリーキルン炉への投入一時中止について（磁選機の故障） 評価レベル 

＜異常時緊急時等の通報内容＞ 

ロータリーキルン炉については、磁選機（熱処理後の残渣から鉄分を選別する装置）が故障

したことから、平成２７年１２月２３日１時３０分頃から投入を一時中止し、原因究明及び補

修を行っています。 

なお、このことによる周辺環境への影響はありません。 

（第２報） 

ロータリーキルン炉については、磁選機の故障により投入を一時停止していましたが、修繕

作業が終了したので施設の安全点検を行ったのち、平成２７年１２月２４日１８時から処理を

再開する予定です。 

＜暫定評価（分類）＞ 

人身への影響 基準の逸脱等 事業進捗への影響 

１．問題なし １．問題なし ２．軽度 
 

＜修復作業の内容＞ 

軸受が破損していたため、工事業者による復旧工事を実施しました。 

＜正式評価（分類）＞ 

人身への影響 基準の逸脱等 事業進捗への影響 

１．問題なし １．問題なし ２．軽度 
 

＜処理事業への影響＞ 

このことによる処理の停止は平成２７年１２月２３日１時３０分頃から１２月２４日１８時

３０分頃までのおよそ１日と１７時間でした。 

 

②第１スラグコンベアの故障による２号溶融炉のキープ運転について 評価レベル 

＜異常時緊急時等の通報内容＞ 

２号溶融炉の第１スラグコンベア故障のため、平成２８年１月３０日１３時頃から、２号溶

融炉のキープ運転（廃棄物の投入停止し、１０００℃で温度維持）を行い、修復作業を実施し

＜暫定評価（分類）＞ 

人身への影響 基準の逸脱等 事業進捗への影響 

１．問題なし １．問題なし ２．軽度 
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ます。 

なお、このことによる周辺環境への影響はありません。 

（第２報） 

２号溶融炉については、第１スラグコンベア故障のため、平成２８年１月３０日１３時頃か

ら、キープ運転(廃棄物の投入を停止し、１０００℃で温度維持)を行い、修復作業を実施して

いましたが、作業が完了したので、施設の安全点検を行った後、１月３１日１７時頃から昇温

を開始します。 

なお、処理再開は本日２１時頃の予定です。 

＜修復作業の内容＞ 

スラグコンベアのリターン側にスラグが堆積していたことから、それらを除去するとともに、

スラグこぼれ防止対策として、シャフトとライナーに隙間が生じないように曲げ部のライナー

幅を拡張してとりつけました。 

＜正式評価（分類）＞ 

人身への影響 基準の逸脱等 事業進捗への影響 

１．問題なし １．問題なし ２．軽度 
 

＜処理事業への影響＞ 

このことによる処理の停止は平成２８年１月３０日１４時頃から１月３１日２１時頃までの

およそ１日と７時間でした。 

 

 

③ロータリーキルン炉の後燃焼室バーナーのノズル交換について 評価レベル 

＜異常時緊急時等の通報内容＞ 

平成２８年２月４日１０時頃から１１時頃まで、ロータリーキルン炉の後燃焼室バーナーの

ノズル交換を行っていたため、一時的にキルン炉の処理を停止していました。 

なお、このことによる周辺環境への影響はありません。 

＜暫定評価（分類）＞ 

人身への影響 基準の逸脱等 事業進捗への影響 

１．問題なし １．問題なし ２．軽度 
 

＜修復作業の内容＞ 

経年劣化と思われる要因により重油が漏れていたため、ノズルを交換しました。 

＜正式評価（分類）＞ 

人身への影響 基準の逸脱等 事業進捗への影響 

１．問題なし １．問題なし ２．軽度 
 

＜処理事業への影響＞ 

このことによる処理の停止期間は平成２８年２月４日の１０時頃から１１時頃までのおよそ

１時間でした。 
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④ロータリーキルン炉への投入一時中止について 評価レベル 

＜異常時緊急時等の通報内容＞ 

ロータリーキルン炉については、後燃焼室バーナー周辺へのクリンカの付着が通常より多く

見られることから、平成２８年２月１５日１０時３０分頃から投入を一時中止し、点検整備を

行っています。作業時間は２時間程度を予定しており、作業が終わり次第、処理を再開します。 

なお、このことによる周辺環境への影響はありません。 

＜暫定評価（分類）＞ 

人身への影響 基準の逸脱等 事業進捗への影響 

１．問題なし １．問題なし ２．軽度 
 

＜修復作業の内容＞ 

キルン炉の処理を一時停止し、クリンカを除去しました。 

＜正式評価（分類）＞ 

人身への影響 基準の逸脱等 事業進捗への影響 

１．問題なし １．問題なし ２．軽度 
 

＜処理事業への影響＞ 

このことによる処理の停止期間は平成２８年２月１５日の１０時２０分頃から１３時２５分

頃までのおよそ３時間でした。 

 

⑤１号溶融炉及び２号溶融炉の硫黄酸化物濃度が要監視レベルを超えた件について 評価レベル 

＜異常時緊急時等の通報内容＞ 

平成２８年２月２１日１４時頃、１号溶融炉において、また１５時頃、２号溶融炉において、

硫黄酸化物濃度が要監視レベル（中間処理施設の運転状況の監視を強化しながら本来の性能を

発揮させる改善対策を実施するレベル）を超えました。 

１号溶融炉は１４時３０分頃、２号溶融炉は１５時３０分頃からキープ運転（廃棄物の投入

停止し、１０００℃で温度維持）に移行しています。また、ロータリーキルン炉は１４時３０

分頃から投入を中止しています。 

この原因については、消石灰（中和剤）供給装置からの供給量が不足していたものと思われ

ます。明日（２２日）、消石灰が納品され次第、処理を再開します。 

なお、このことによる周辺環境への影響はありません。 

（第２報） 

平成２８年２月２１日１号溶融炉及び２号溶融炉において、排ガス中の硫黄酸化物濃度が要

監視レベルを超えたため、１号溶融炉及び２号溶融炉についてはキープ運転を行い、また、ロ

ータリーキルン炉については廃棄物等の投入を中止していましたが、消石灰（中和剤）が納品

されましたので、１号溶融炉及び２号溶融炉については、２月２２日９時５０分から昇温を開

始し、１４時頃から処理を再開します。 

＜暫定評価（分類）＞ 

人身への影響 基準の逸脱等 事業進捗への影響 

１．問題なし ２．軽度 ２．軽度 
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また、ロータリーキルン炉については、９時３０分から廃棄物等の投入を再開しています。 

＜修復作業の内容＞ 

塩化水素及び二酸化硫黄の抑制のために使用している消石灰が、消石灰貯留槽内でブリッジ

が発生していたために貯留槽のレベル表示が変化しませんでした。このため、消石灰の残量減

少に気が付かず、消石灰がなくなっていたので納品されしだい補充しました。薬品残量管理を

再徹底するとともに、貯留槽のブリッジ防止対策としてレベル計付近にエアノッカーの設置を

検討します。 

＜正式評価（分類）＞ 

人身への影響 基準の逸脱等 事業進捗への影響 

１．問題なし ２．軽度 ２．軽度 
 

＜処理事業への影響＞ 

このことによる処理の停止期間は１号炉及び２号炉において平成２８年２月２１日１５時３

０分頃から２月２２日１３時３０分頃までのおよそ２２時間でした。また、キルン炉において

２月２１日１４時３０分から２月２２日９時３０分までのおよそ１９時間でした。 

 

 

⑥２号溶融炉のキープ運転について（スラグコンベアの詰まり） 評価レベル 

＜異常時緊急時等の通報内容＞ 

２号溶融炉の第１スラグコンベアにおいて、溶融スラグが詰まり、正常な運転が出来なくな

ったため、平成２８年３月７日１７時４５分からキープ運転（廃棄物の投入を停止し、１００

０℃で温度維持）を行い、修復作業を実施します。 

作業時間は３時間程度を予定しており、作業が終わり次第、昇温を行い、処理を再開します。 

＜暫定評価（分類）＞ 

人身への影響 基準の逸脱等 事業進捗への影響 

１．問題なし １．問題なし ２．軽度 
 

＜修復作業の内容＞ 

キープ運転に移行し、堆積スラグの除去を行いました。その後、テール側点検口を開放状態

で処理を再開し、スラグの堆積を防止しています。また、翌日に先端ライナー部の仮補修工事

を実施しました。 

＜正式評価（分類）＞ 

人身への影響 基準の逸脱等 事業進捗への影響 

１．問題なし １．問題なし ２．軽度 
 

＜処理事業への影響＞ 

このことによる処理の停止期間は平成２８年３月７日の１８時５０分から１９時３０分まで

のおよそ４０分でした。 
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技術アドバイザー

　　　　　①緊急時等の発生
報　　告 　　　　　　④ 指導・助言

請負事業者等
直島環境センター
（廃棄物対策課）

関係者

　　　②報　　告 ③連　　絡
（状況・原因・対策等） 　　　　　　　⑤報　　告 （暫定評価）

　　　　　　　（正式評価）

豊島廃棄物等
管理委員会

（参考） 

 

運用方針（評価（分類）の流れ） 

① 緊急時等の発生 

② 請負事業者等は、直島環境センターに報告する。 

③ 請負事業者等からの報告などに基づき、直島環境センターは、次の評価（分類）基準表により、速やかに緊急時等の暫定評価（分類）を行い、その

結果を付して関係者に連絡する。 

④ また、技術アドバイザーに状況を報告し、指導・助言を得る。 

⑤ 直島環境センターは緊急時等への対応が終了した時点で、必要に応じ暫定評価（分類）を見直し、正式評価（分類）を行い、豊島廃棄物等管理委員

会に報告する。 
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評価（分類）基準表 

【豊島】 

評価 

レベル 

人身への影響 
基準の逸脱等 事業への影響 

暫定評価 正式評価 

３ 緊急搬送したもの 入院加療を要したもの以上 
管理基準値を超過したものが豊島処分地外
への流出 

中間処理施設での溶融処理又は高温熱処
理が３日（７２時間）を超えて停止 

２ 
緊急搬送等の対応を要しな
いもの 

通院加療等を要したもの 
• 設備の破損等 

• 管理基準値の超過を確認（場外への流出
なし） 

中間処理施設での溶融処理又は高温熱処
理が３日（７２時間）以内の範囲で停止 

１ 影響がないもの 影響がなかったもの 基準を満足 
影響がないもの及び中間処理施設での溶
融処理又は高温熱処理に影響しないもの 

 

【直島】 

評価 

レベル 

人身への影響 
基準の逸脱等 事業への影響 

暫定評価 正式評価 

３ 緊急搬送したもの 入院加療を要したもの以上 
• 即時停止レベル超過 

• 雨水排水が管理基準を超過 

溶融処理又は高温熱処理が３日（７２時
間）を超えて停止 

２ 
緊急搬送等の対応を要しな
いもの 

通院加療等を要したもの 要監視レベル 

• 溶融処理又は高温熱処理が３日（７２時
間）以内の範囲で停止 

• スラグ品質低下によるスラグ再溶融の
実施 

１ 影響がないもの 影響がなかったもの 基準を満足 
影響がないもの及び中間処理施設での溶
融処理又は高温熱処理に影響しないもの 

 

【輸送（海上、陸上）】 

評価 

レベル 

人身への影響 

基準の逸脱等 事業への影響 
暫定評価 正式評価 

３ 緊急搬送したもの 入院加療を要したもの以上 海域への廃棄物、油の流出 
中間処理施設での溶融処理又は高温熱処
理が３日（７２時間）を超えて停止 

２ 
緊急搬送等の対応を要しな
いもの 

通院加療等を要したもの 
• 海域への廃棄物、油以外（洗剤、物品等）

の流出 

• 陸上での廃棄物等の飛散 

中間処理施設での溶融処理又は高温熱処
理が３日（７２時間）以内の範囲で停止 

１ 影響がないもの 影響がなかったもの 影響がないもの 
影響がないもの及び中間処理施設での溶
融処理又は高温熱処理に影響しないもの 
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健康管理委員会の審議概要 

 

第２９回豊島廃棄物等処理事業健康管理委員会(以下「健康管理委員会」という。)を平成２

８年２月８日に開催したので、その審議概要等を報告する。 

 

１ 作業環境測定結果について 

第２８回健康管理委員会（平成２７年９月７日開催）以後の作業環境測定の結果について

報告した。 

常時監視、個人暴露調査並びに石綿の調査については、すべて管理基準又は許容濃度を満

たしていた。 

定期監視のうち、粉じんの測定結果及びダイオキシン類（以下「ＤＸＮ」という。）の換算

結果であるが、粉じんはすべての地点で第１管理区域と評価された。一方、ＤＸＮについて

は、溶融炉室及びローターリーキルンで第１管理区域と評価されたものの、プラットホーム

では、ＤＸＮ換算値が管理基準値の１．５倍以上（第３管理区域に相当）の地点があったた

め、当該地点付近でＢ測定を実施し、現在、評価等を行っているところである。 

この他の定期監視については、第１管理区分と評価され、又は管理基準を満たしていた。 

 

 

２ 健康診断結果について 

健康診断結果のうち、生活習慣病を中心とした検査項目をどのように読み取ればいいのか

などのアドバイスをいただいた。 

 

３ ひやり・ハット等の報告について 

ひやり・ハットが１件、物損事故４件及び人身事故１件について、概要や対策を報告した。 

委員からは、作業途中で作業者が交代する場合、事故防止のためにも、作業の進捗状況や

何に気を付けなければならないかなどの申し送りを適切に行うなど、ご指導をいただいた。 

 

４ 作業現場巡視の実施状況について 

（直島側）平成２７年１２月７日 実施 

（豊島側）平成２７年１２月７日 実施 

 

各施設内で抽出されたひやり・ハット等の現場を巡回し、その対策・改善状況を確認いた

だいた。 

 

 


